
川崎市公有地等総合調整会議運営要綱  

（趣旨）  
第１条 この運営要綱は、川崎市公有地等総合調整会議規程（平成10年川崎市訓

令第３号）（以下「規程」という。）の施行について必要な事項を定めるものと

する。 

（審議対象）  
第２条 規程第２条に規定する事項のうち地方公営企業法（昭和27年法律第292

号）の適用によるものは、当面特に重要と認めるものについて対象とする。 

２ 規程第２条に規定する事項のうち川崎市政策・調整会議において具体的な土

地の取得、処分又は活用が決定しているものは、審議の対象としない。 

３ 規程第２条に規定する事項のうち民間活用調整委員会において具体的な土

地の活用が決定しているものは、審議の対象としないことができる。 

（会議等） 

第３条 会長は、緊急に審議する必要があるなど会議を招集する時間的余裕がな

いと認めるときは、副会長及び各委員の意見を徴することにより会議に代える

ことができる。  

（部会の組織）  
第４条 部会は、座長、副座長及び部会委員をもって組織する。  

（部会の所掌事務）  
第５条 低未利用地対策部会は、規程第２条第４号、第５号及び第８号に規定す

る事項を所掌する。ただし、同条第５号に規定する低未利用地で１件３００平方

メートル未満の土地の処分又は活用については、部会の審議をもって最終の審

議とすることができる。この場合において、審議結果については、次の調整会

議に報告しなければならない。  
２ 低未利用地対策部会にその迅速かつ円滑な審議を図るため、ワーキンググル

ープを置くことができる。 

３ ワーキンググループに関し必要な事項は、別に定める。 

４ 土地取得等審査部会は、規程第２条第１号から第３号及び第８号に規定する

事項を所掌する。ただし、同条第１号及び第２号に規定する土地の取得及び同

条第３号に規定するもので１件５,０００平方メートル未満の土地の取得又は延

べ面積１件５,０００平方メートル未満の建物の取得については、部会の審議をも

って最終の審議とすることができる。この場合において、審議結果については、

次の調整会議に報告しなければならない。 

５ 施設整備等調整部会は、規程第２条第７号及び第８号に規定する事項を所掌

する。同条第７号に規定する事項は、部会の審議をもって最終の審議とするこ

とができる。この場合において、審議結果については、次の調整会議に報告し

なければならない。 



６ 部会の座長は、第１項ただし書き及び第４項ただし書きの規定にかかわらず、

特に重要と認める事案については、調整会議に提出することができる。 

７ 第４項の規定にかかわらず、公有地の拡大の推進に関する法律（以下「公拡

法」という。）第４条第１項に係る届出のうち、次の各号のいずれかに該当す

る場合であって、各事業局が届出に係る土地の買取りを希望しないことが明ら

かであると認められるときは、部会の審議に代え、総務企画局と財政局の審議

により取得しない旨の決定をすることができる。 

(1) 譲渡後も、その土地の上に存する建物等を利用し、継続して業務を行なう

ことを前提にした譲渡 

(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約 

(3) 現物出資 

(4) 親会社・子会社相互間の譲渡 

(5) 公拡法第４条第１項第６号に規定する土地に係る届出であって、あらかじ

め定めた用地取得計画に該当しないもの 

８ 規程第２条第３号に規定する面積規模を基準として別に定める場合とは、次

の各号に掲げる事業用地で１件１,０００平方メートル未満のもの及び面積２５平

方メートル未満の土地（交換又は先行取得制度により取得するものを除く。）

をいう。ただし、この場合であっても、座長が特に重要と認めるものについて

は、土地取得等審査部会に付議すべきものとすることができる。 

(1) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条に規定する都市計画事業の認

可をうけたもの 

(2) 土地収用法（昭和26年法律第219号）第16条に規定する事業の認定を受け

たもの 

(3) 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項に規定する道路の用地とし

て取得するもの 

(4) 河川法（昭和39年法律第167号）第４条第１項、第５条第１項及び第100条

第１項の規定により指定された河川の用地として取得するもの 

９ 規程第２条第５号に規定する面積等を基準として別に定める場合とは、次の

土地（隣接する市有地と一体利用できるもの及び交換によるものを除く。）を

いう。ただし、この場合であっても、座長が特に重要と認めるものについては、

低未利用地対策部会に付議すべきものとすることができる。  
(1) 面積が２５平方メートル未満のもの 

(2) 間口又は奥行が２メートル未満の土地（無道路地を含む。）であって、面

積が３００平方メートル未満のもの 

１０ 規程第２条第７号に規定するその他これに準ずるものとして別に定める

ものとは、公共施設（建築物・工作物、設備、道路、河川、公園、港湾施設、上

下水道施設等）に関する工事、工事の設計、計画策定等をいう。ただし、これら

以外であっても、座長が特に重要と認めるものについては、施設整備等調整部会

に付議すべきものとすることができる。 

１１ 規程第２条第７号に規定する予定価格等を基準として別に定めるものと



は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

（１）施設等の整備に係る想定予定価格（工事費、整備委託料及び工事に準じる

リース料等の合計）が５０,０００千円未満のもの 

（２）金額規模に関わらず、次のいずれかに該当するもの（次年度以降に予定し

ている工事・整備委託・リース等を念頭に実施するものを含む） 

  ①工事監理業務 

  ②測量 

  ③調査（環境影響評価に係る調査、アスベスト含有量調査、躯体等の劣化状

況調査、地質調査、家屋調査等） 

  ④発注者支援業務（仕様書作成支援等） 

  ⑤点検 

  ⑥害虫駆除 

  ⑦樹木剪定等 

  ⑧用地買収 

  ⑨施行協定 

  ⑩解体・撤去 

  ⑪インフラ（道路、橋梁、河川、駅広、護岸・岸壁、消波ブロック、防波堤、

防潮堤、上下工水管渠、又はこれらに準ずるもの）の設計・整備・改修等 

１２ 座長は、取得及び処分の可否の方針についてあらかじめ部会で審議するこ

とにより、以降は個別の審議が不要となる事案を定めることができる。  

（座長、副座長）  
第６条 低未利用地対策部会の座長は、総務企画局長とし、副座長は、総務企画

局公共施設総合調整室長とする。  
２ 土地取得等審査部会の座長は、総務企画局公共施設総合調整室長とし、副座

長は、総務企画局公共施設総合調整室担当課長とする。  
３ 施設整備等調整部会の座長は、総務企画局公共施設総合調整室長とし、副座

長は、総務企画局公共施設総合調整室担当課長とする。  
４ 座長は、会務を総理し、会議の議長となる。  
５ 副座長は、座長を補佐する。  
６ 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代理する。  

（部会委員）  
第７条 低未利用地対策部会委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。  
(1) 総務企画局都市政策部長 

(2)  総務企画局行政改革マネジメント推進室長 

(3) 財政局財政部長 

(4) 財政局資産管理部長 

(5) 市民文化局市民生活部長 

(6) まちづくり局市街地整備部長 

(7) 建設緑政局総務部長 



(8) 建設緑政局緑政部長 

(9) 建設緑政局道路河川管理部長 

２ 土地取得等審査部会委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。 

(1) 総務企画局都市経営部企画調整課長 

(2)  総務企画局行政改革マネジメント推進室担当課長 

(3) 財政局財政部財政課長 

(4) 財政局資産管理部資産運用課長 

(5) 経済労働局都市農業振興センター農地課長 

(6) まちづくり局総務部企画課長 

(7) まちづくり局計画部都市計画課長 

(8) まちづくり局指導部建築指導課長 

(9)  建設緑政局総務部企画課長 

３ 施設整備等調整部会委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。  
（1）総務企画局都市政策部企画調整課担当課長  
(2）総務企画局行政改革マネジメント推進室担当課長〔民間活用〕  

（3）財政局財政部財政課担当課長（財政計画担当）  
（4）財政局資産管理部契約課長  
（5）まちづくり局施設整備部施設計画課担当課長  
（6）まちづくり局施設整備部担当課長（公共建築担当）  
（7）まちづくり局施設整備部担当課長（電気設備担当）  
（8）まちづくり局施設整備部担当課長（機械設備担当）  

（部会の会議）  
第８条  低未利用地対策部会の会議は、必要に応じ座長が招集する。  
２ 土地取得等審査部会の会議は、必要に応じ座長が招集する。  
３ 施設整備等調整部会の会議は、必要に応じ座長が招集する。  
４ 座長は、緊急に審議する必要があるなど部会の会議を招集する時間的余裕が

ないと認めるときは、副座長及び各部会委員の意見を徴することにより部会の

会議に代えることができる。  
５ 座長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。 

（調整会議及び部会の庶務）  
第９条 調整会議及び部会の庶務は、総務企画局公共施設総合調整室において処

理する。  

（委任）  
第10条 この運営要綱に定めるもののほか、事務の取扱等必要な事項は、総務企

画局長が別に定める。 

 
   附 則  

（施行日） 



１ この運営要綱は、平成10年４月１日から施行する。 

（川崎市低・未利用地対策本部の廃止） 

２ 川崎市低・未利用地対策本部設置要綱（平成９年12月５日施行）は、廃止

する。 

（川崎市土地利用調整会議の廃止） 

３ 川崎市土地利用調整会議設置要綱（平成４年７月１日施行）及び川崎市土

地利用調整会議事務取扱要領（平成４年７月１日施行）は、廃止する。 

   附 則 

 この運営要綱は、平成11年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この運営要綱は、平成14年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この運営要綱は、平成17年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この運営要綱は、平成20年４月１日から施行する。  

   附 則 

 この運営要綱は、平成22年４月１日から施行する。  

   附 則 

 この運営要綱は、平成28年４月１日から施行する。  

   附 則 

 この運営要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この運営要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この運営要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この運営要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この運営要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この運営要綱は、令和７年４月１日から施行する。 


